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2026 年 3 月 27 日 

各位 

会 社 名  株式会社日本エム・ディ・エム 
代表者名  代表取締役社長    弘中 俊行 

（コード番号 7600 東証プライム） 

問合せ先  ＩＲ室            棟近  信司 
（03－3341－6705） 

 

監査等委員会設置会社への移行及び公告方法の変更 
並びに定款の一部変更に関するお知らせ 

 
当社は、本日開催の取締役会において、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行

すること、公告方法を電子公告に変更すること、並びにこれらに必要な定款の一部変更を行うことにつ

いて、2026 年 6 月 19 日開催予定の当社第 54 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下

記のとおりお知らせいたします。 

記 
 
１．定款変更の理由 

（１）監査等委員会設置会社への移行の目的 

当社は、「患者さんの QOL 向上に貢献する」というパーパスの下、「最先端の優れた医療機器の

開発と販売を通じて、医療に貢献する」という経営理念を掲げ、全てのステークホルダーのご期待

に応えるべく、コーポレートガバナンスの強化を最重要課題の一つとして取り組んでまいりまし

た。 

このような基本的な考えの下、現状の機関設計においても、取締役会のモニタリング機能に軸足

を置き、取締役会の付議基準を見直し、取締役会での審議の充実などに取り組み、コーポレートガ

バナンスの強化を通じ、企業価値の向上に努めてまいりましたが、更なる企業価値の向上を図るた

め、当社は「監査等委員会設置会社」に移行することとしました。 

この移行により、医療機器業界を取り巻く外部環境の変化への対応力を一層強化し、経営の監督

と業務執行を分離し、監督機能の強化とより迅速な意思決定を可能とすることで、更なる企業価値

の向上に努めてまいります。 
 
（２）公告方法の変更の目的 

インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上および公告手続きの合理化を図るため、

当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更するとともに、併せてやむを得ない事由により

電子公告することができない場合の措置を定めるため、現行定款第５条（公告 の方法）を変更す

るものであります。  
 
（３）移行の時期 

2026 年 6 月 19 日開催予定の第 54 回定時株主総会において、必要な定款変更等について承認をいた

だき、監査等委員会設置会社への移行及び公告方法の変更をする予定です。 
 
２．定款の一部変更 

（１）定款変更の目的 

① 監査等委員会設置会社へ移行するにあたり、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関す

る規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除など、所要の変更を行います。 

② 公告方法の変更をするにあたり、現行の定款第５条を変更後の定款第５条へと変更を行いま
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す。 
 
（２）定款変更の内容 

変更の内容は、別紙記載のとおりです。 
 
（３）変更の日程 

定款一部変更のための株主総会開催日 2026 年 6 月 19 日（金）予定 

定款一部変更の効力発生日 2026 年 6 月 19 日（金）予定 

以上 
 
【別紙】定款変更の内容 （下線は変更部分） 

 現行定款  変更案 

 

 

第４条 

 

 

 

 

 

第５条 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１９条 

 

 

 

第２０条 

 

２ 

 

２ 

 

 

３ 

第２１条 

 

 

 

２ 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

第２２条 

 

 

２ 

第１章 総    則 

第１条〜第３条（条文省略） 

（機 関） 

当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 

（１）取締役会 

（２）監査役 

（３）監査役会 

（４）会計監査人 

（公告方法） 

当会社の公告は、日本経済新聞に掲載して行う。 

 

 

第２章 株    式 

第６条〜第１１条（条文省略） 

第３章 株 主 総 会 

第１２条〜第１８条（条文省略） 

第４章 取締役および取締役会 

（員 数） 

当会社の取締役は、１２名以内とする。 

（新設） 

 

（選任方法） 

取締役は、株主総会において選任する。 

（新設） 

 

取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の

過半数をもって行う。 

取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 

（任 期） 

取締役の任期は、選任後１年内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。 

 

（新設） 

 

 

増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締

役の任期の満了するときまでとする。 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

（代表取締役および役付取締役） 

取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 

 

取締役会は、その決議によって、取締役社長１名、専務取締

 

 

第４条 

 

 

 

 

 

第５条 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１９条 

 

２ 

 

第２０条 

 

２ 

 

３ 

 

 

４ 

第２１条 

 

 

 

２ 

 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

 

第２２条 

 

 

２ 

第１章 総    則 

第１条〜第３条（現行どおり） 

（機 関） 

当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 

（１）取締役会 

（２）監査等委員会 

（削除） 

（３）会計監査人 

（公告方法） 

当会社の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他や

むを得ない事由によって電子公告ができない場合の公告方

法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 

第２章 株    式 

第６条〜第１１条（現行どおり） 

第３章 株 主 総 会 

第１２条〜第１８条（現行どおり） 

第４章 取締役および取締役会 

（員 数） 

当会社の取締役は、１２名以内とする。 

前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は５名以内と

する。 

（選任方法） 

取締役は、株主総会において選任する。 

前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役

とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。 

取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の

過半数をもって行う。 

取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 

（任 期） 

監査等委員でない取締役の任期は、選任後１年内に終了する

事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の

ときまでとする。 

監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結

のときまでとする。 

増員または補欠として選任された監査等委員でない取締役

の任期は、在任取締役の任期の満了するときまでとする。 

補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、在

任取締役の任期の満了するときまでとする。 

補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、当該選任の

あった株主総会後の、２年後の定時株主総会開始のときまで

とする。 

（代表取締役および役付取締役） 

取締役会は、その決議によって、監査等委員でない取締役の

中から代表取締役を選定する。 

取締役会は、その決議によって、監査等委員でない取締役の
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第２３条 

 

 

２ 

 

 

 

 

第２４条 

 

 

 

２ 

 

第２５条 

第２６条 

 

 

 

 

第２７条 

第２８条 

 

 

 

 

 

 

第２９条 

 

第３０条 

 

第３１条 

 

２ 

 

 

第３２条 

 

 

２ 

 

 

第３３条 

 

第３４条 

 

 

 

２ 

 

第３５条 

 

 

第３６条 

 

 

役、常務取締役、取締役相談役各若干名を定めることができ

る。 

（取締役会の招集権者および議長） 

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社 

長がこれを招集し、議長となる。 

取締役社長に欠員または事故があるときは、取締役会におい

てあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招

集し、議長となる。 

（新設） 

 

（取締役会の招集通知） 

取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取締役および

各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、

この期間を短縮することができる。 

取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続

を経ないで取締役会を開催することができる。 

（条文省略） 

（取締役会の議事録） 

取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならび

にその他法令に定める事項については、これを議事録に記載

または記録し、出席した取締役および監査役がこれに記名押

印または電子署名する。 

（条文省略） 

（報酬等） 

取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社か

ら受ける財産上の利益（以下「報酬等」という。）は、株主

総会の決議によって定める。 

（新設） 

 

 

（条文省略） 

第５章 監査役および監査役会 

（員 数） 

当会社の監査役は、５名以内とする。 

（選任方法） 

監査役は、株主総会において選任する。 

監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の

過半数をもって行う。 

（任 期） 

監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。 

任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監

査役の任期は、退任した監査役の任期の満了するときまでと

する。 

（常勤の監査役） 

監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 

（監査役会の招集通知） 

監査役会の招集通知は、会日の３日前までに各監査役に対し

て発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短

縮することができる。 

監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査

役会を開催することができる。 

（監査役会の決議方法） 

監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監

査役の過半数をもって行う。 

（監査役会の議事録） 

監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならび

にその他法令に定める事項については、これを議事録に記載

 

 

第２３条 

 

 

２ 

 

 

３ 

 

第２４条 

 

 

 

２ 

 

第２５条 

第２６条 

 

 

 

 

第２７条 

第２８条 

 

 

 

２ 

 

 

第２９条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３０条 

 

 

 

 

 

第３１条 

 

 

第３２条 

 

 

中から、取締役社長１名を定めることができる。 

 

（取締役会の招集権者および議長） 

取締役会は、取締役会においてあらかじめ定めた者がこれ 

を招集し、議長となる。 

取締役会においてあらかじめ定めた者に欠員または事故が

あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従

い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 

前二項にかかわらず、監査等委員会が選定する監査等委員

は、取締役会を招集することができる。 

（取締役会の招集通知） 

取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取締役に対し

て発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短

縮することができる。 

取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取

締役会を開催することができる。 

（現行どおり） 

（取締役会の議事録） 

取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならび

にその他法令に定める事項については、これを議事録に記載

または記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子

署名する。 

（現行どおり） 

（報酬等） 

取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社か

ら受ける財産上の利益（以下「報酬等」という。）は、株主

総会の決議によって定める。 

会社法第３６１条第１項各号に掲げる事項は、監査等委員で

ある取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければ

ならない。 

（現行どおり） 

第５章 監査等委員会 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

（監査等委員会の招集通知） 

監査等委員会の招集通知は、会日の３日前までに各監査等委

員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この

期間を短縮することができる。 

監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで

監査等委員会を開催することができる。 

（監査等委員会の決議の方法） 

監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委

員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

（監査等委員会の議事録） 

監査等委員会における議事の経過の要領およびその結果な

らびにその他法令に定める事項については、これを議事録に
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第３７条 

 

 

第３８条 

 

第３９条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

または記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電子

署名する。 

（監査役会規則） 

監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役

会において定める監査役会規則による。 

（報酬等） 

監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 

（社外監査役の責任免除） 

当会社は、社外監査役との間で、当該社外監査役の会社法第

４２３条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない

ときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を

締結することができる。 

第６章 会計監査人 

第４０条〜第４１条（条文省略） 

第７章 計    算 

第４２条〜第４５条（条文省略） 

 

 

 

 

 

 

 

第３３条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（附則） 

 

 

 

 

記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印ま

たは電子署名する。 

（監査等委員会規程） 

監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監

査等委員会において定める監査等委員会規程による。 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

 

 

第６章 会計監査人 

第３４条〜第３５条（現行どおり） 

第７章 計    算 

第３６条〜第３９条（現行どおり） 

令和８年３月３１日に終了する事業年度に関する定時株主

総会の終了前の会社法第４２３条第１項の行為に関する監

査役（監査役であった者を含む。）の責任の免除及び監査役

と締結済みの責任限定契約については、なお同定時株主総会

の終結に伴う変更前の定款第３９条の定めるところによる。 

 


